
２０２６年１月２０日 

  債権者各位 

 

合併公告 

  

神戸市中央区港島中町四丁目１番１ 

                      株式会社ダイエー 

                       代表取締役 西峠 泰男 

                 

 

 当社（甲）は、２０２６年３月１日を効力発生日として、甲を吸収合併存続会社と

し、株式会社光洋（乙 本店所在地：大阪市北区天神橋二丁目３番１６号）を吸収合

併消滅会社とする吸収合併を行うことといたしました。これにより、効力発生日をも

って甲が乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することとなりますので、公

告いたします。 

 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から１箇月以内にお申し出

ください。 

  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 

（甲）ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｄａｉｅｉ.ｃｏ．ｊｐ/ｃｏｒｐｏｒａｔｅ/ｉｒ/

ｋｏｕｋｏｋｕ．ｈｔｍｌ 

（乙）掲載紙 日刊工業新聞 

   掲載の日付 ２０２５年５月１９日 

   掲載頁 ２３頁 

 


